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研究テーマ（発表タイトル） 

成分表記の有効性 

 

※必ず＜企画シート作成上の注意＞を確認してから、ご記入をお願いいたします。 

１．研究概要（目的・狙いなど） 

 

 現在、消費者の健康志向の高まりから、製品の配合成分に対しての注目が高まっている。また、販売されている製品パッケージへの成分の強調表

記や、店頭で POP を使用して成分を訴求し購買につなげる動きが多くみられる。しかし、どの製品でも配合成分を伝えることが有効に働くのか。 

 本研究では、事前の購買目標形成が不十分で、店舗で得る情報などの単純な刺激が購買のきっかけとなる低関与の製品に焦点を当て、どのジャ

ンルの製品でも成分表記が購買に有効かを明らかにする事を目的とし、メーカーや小売が製品の特徴を表記する際の新たな指針となる事を狙い

とする。 

 

２．研究テーマの現状分析（歴史的背景、マーケット環境など） 

 

成分訴求に関して、1994 年に Carpenter が行った研究では、製品の性能や機能を示す特性の表示が、その成分が消費者に理解されていない

場合でも、製品の選好に効果をもたらすということが明らかにされている。また、Aaker はブランド化されたチョコチップをクッキーに配合したところ、そのクッ

キーの評価があがったことを例に挙げ、ブランド化された材料はその製品の機能的価値の向上に貢献すると述べている。したがって、配合成分を訴求す

ると消費者はその製品の品質を高く評価し、その成分を知らずとも購買につながるということが言える。ここまでで述べた成分とは、製品を構成する要素

や技術、部品などその範囲は多義に渡るため、本研究においては、成分を「製品の原材料を構成する物質」と定義する。 

 現在の消費者の購買行動は、店頭で意思決定を行う非計画購買者が約 7 割を占めている。こうした購買行動は主に日用品や食品など、低関与

の製品において多く見られるものである。非計画購買者は事前の情報探索を行わず、店頭の刺激によって購買を決定しており、また、その選定基準と

して多くの消費者が配合成分を挙げている。したがって、成分の表記は非計画購買が行われる低関与製品において有効だといえる。 

 

３．研究テーマの課題 



                                 

成分を製品購入時の参考にしている消費者が多いという事は調査の結果から明らかになっており、低関与の製品において配合成分を消費者に伝

えることが購買に有効であるにも関わらず、ジャンルによって成分表記がされている製品の数には差があるという事がフィールドワークの結果からわかった。 

前述のジャンルにおいても成分名を表記することが有効であれば、製品の特徴を伝える手段の一つを見逃しているのではないか。成分表記が有効

でないジャンルがあれば、そのジャンルにおいて成分表記を行っている企業は、より良い製品の特徴を伝える手段をとるきっかけになるのではないか。 

 

４．課題解決策（新たなビジネスモデル・理論など） 

 

 フィールドワークにおいて成分表記をしている製品の割合が低かった日用品と食品の内、３つのジャンル（お菓子：スナック菓子、クッキー・ビスケット、

チョコレート / 日用品：ハンドソープ、ボディソープ、洗剤）において、成分が強調表記されていない製品を対象に、実験 1 週目に製品の特徴を伝

えた文を記載した POP をつけ、2週目には製品の特徴を伝えた文と配合成分を表記した POP をつけ、売り上げに差がでるかを明らかにする。 

 そこから得た実験結果をもとに、成分表記が有効なジャンルと有効でないジャンルを明らかにし、成分表記が有効であり、特徴を伝えられていない製

品が特徴を伝える一つの手段となり、成分表記が有効でないジャンルでは、製品が持つ他の特徴で訴求をすべきだという指針を定める。 

 

５．研究・活動内容（アンケート調査、商品開発など） 

 

【先行研究調査】 

成分や製品を構成する要素についての先行研究を調査し、 

① 消費者が知らない成分でも購買につながる 

② 成分を訴求することで、消費者は製品の品質への評価を高める 

 という２点のメリットが明らかとなった。                                                   

 

【簡易アンケート調査】 

実際に 2 点目で言われているメリットを確かめるために、右の図のように簡易

アンケートを行った。価格や容量、配合成分などの条件はすべて同じで、強調

したい配合成分を表記しているかだけの違いで、選択に差が出るかを明らかに

する事を目的とした。 

 結果として、調査人数 29 名の内、キシリトール配合と表記された成分を選

択した人数は 24名だった。選んだ理由としては、「歯がきれいになりそう」、「成分名が表記されていることで製品を信用できる」

といった回答が並び、成分を目立つように表記することが、製品の選択に有意の影響をもたらすことがわかった。 

 【店頭実験】 

成分表記があまりされていないジャンルでも、成分表記は有効である。という仮説を立て、立証するために店頭にて実験を行う。

方法は、4番目の課題解決策で挙げたように成分表記がされていない商品に、製品の特徴を伝えた POP と、製品の特徴と配

合成分を表記した POP をつけ、成分自体に魅力を感じ、購入した人がどれだけ増えるかを明らかにする。 

 



６．結果や今後の取り組み 

 

店頭での実験結果をもとに成分表記が有効なジャンルと有効でないジャンルを明確にする。そこから成分表記が有効ではなか

ったジャンルは、どのような要因から売り上げの増加に至らなかったのかを明らかにする。売り上げがあがらなかったジャンルが複数存

在する場合は、共通点があるか、その理由は何かを明らかにする。 

 また、企業はどのような意図で、製品に配合されている成分を強調して伝えているのか、反対に、成分の強調表記を行っていな

い製品は、なぜしていないのかを企業へヒアリングを行う。 
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西日本インカレ事務局への連絡事項 

よろしくお願い致します。 

＜企画シート作成上の注意＞ 

※本企画シートは、「日本語」で書かれたものとし、1 チーム・1点提出してください。 

※本企画シートの項目に沿って、ご記入をお願いいたします。各項目に文字数制限はありませんが、1~7以外の項目を追加することは「不可」とさせていただきます。 

※本企画シートは、西日本インカレ事務局への連絡事項と企画シート作成上の注意を含め、3 ページ以内に収めてください。事務局から審査員に渡す際は、A4 サイズでプリントし、

3 ページ目までを渡します。 

※大会参加申込み時点から、「参加メンバー」の変更があった場合、上記「西日本インカレ事務局への連絡事項」に記入してください。なお、本企画シート提出後のチーム名変更

は「不可」とさせていただきます。 

※企画内容は、未発表の（過去に他誌・HPなどに発表されていない）ものに限ります。ただし、学校内での発表作品は未発表扱いとなります。 

※商品写真、人物写真、音楽などを掲載・利用する場合、必ず著作権、版権の使用許諾を得てください。日経 BP社・日経 BP マーケティング社は一切の責任を負いません。 

※書籍や新聞等の文献から引用した場合は、出典先（使用した文献のタイトル・著者名・発行所名・発行年月など）を明記してください。統計・図表・文書等を引用した場合も

同様に明記してください。また、Web サイト上の資料を利用した場合は、URL とアクセスした日付を明記してください。 

※電話番号や住所などの個人情報は記載しないでください。 

※その他、注意点については「企画シート・パワーポイントの作成および提出について」をご参照ください。 
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